
                                             №2525 

令和 7年 11月 12日 

                           公益社団法人 全日本不動産協会静岡県本部 

                            公益社団法人 不動産保証協会静岡県本部 

                           一般社団法人 全国不動産協会静岡県本部(TRA) 

                     TEL054-285-1208 FAX054-284-0913  

                             E        e-mail：info@shizuoka.zennichi.or.jp 

発行：広報委員会 

 

最新情報は全日静岡ホームページでチェックをお願いします!! 
＜行政からのお知らせ＞ 

・東海財務局 国有財産の一般競争入札のお知らせ（令和 7 年度第２回期間入札） 
・静岡県 宅地建物取引業施行令の一部改正について 

＜静岡県本部からのお知らせ＞ 

・静岡県本部 2026 年版不動産手帳（有料分）販売開始しました 

＜通達・告知情報＞ 

・不動産流通推進センター 令和 7 年度不動産コンサルティング技能試験 実施結果（速報） 
・国交省 「重要事項説明項目の追加について（森林法）」 

全日静岡速報

 

～2026 年版 不動産手帳（有料分）販売中～ 

2026 年版不動産手帳の有料分（1 冊：500 円）の販売を開始しました！ 

ご希望の方は、申込フォームよりお申し込み下さい。 ◆詳細はこちらからご確認下さい。    

 

 

 

 

開業セミナーでは、実際に独立した地元経営者によるトークセッションを行います。 

また、「不動産業をはじめるには何を準備すればいいの？」など、様々な疑問にもお答えします！！ 

開業を考えている方にぜひご紹介ください！ 

♦詳  細：全日静岡ホームページ ＊案内チラシはこちら 

♦申込方法：QRコードまたはお電話（054-285-1208）でお申込ください 

協会への届出書類の提出忘れにご注意ください。 
免許申請書の記載事項（商号・所在地・法人の代表者及び役員の就退任・専任宅地建物取引士・宅建業に従事する者の変

更など)に変更が生じた場合は、変更があってから 30 日以内に行政へ届出が必要です。届出方法は①オンライ

ン申請 ②所定の変更届を所轄土木事務所に提出 のいずれかとなっています。なお、協会への届出も忘れず

にお願いします。 

＊代表者変更は新入会に準じ再審査が必要となります。また、代表者変更に伴う事務手数料がかかりますので事前に必

ず協会までご連絡ください。 

【協会への届出方法】 会員登録情報変更 WEB フォーム ／ メール又は FAX にて届出をお願いします。 

＊届出書類が必要な方は全日静岡 HP から⇒ https://shizuoka.zennichi.or.jp/download-shinseisyo/ 

 

お知り合いで開業を検討中の方はいませんか？ 

11 月 2８日（金）開業セミナー（静岡会場）開催します！！ 
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